
小樽市医療機関エネルギー価格等高騰支援金給付事業実施要綱 

 

 （趣旨） 

第１条 この要綱は、原油価格をはじめ、電気・ガス料金などのエネルギー価格や食材費の高

騰の影響を受けている市内の病院、診療所（歯科診療所を含む。以下同じ。）及び薬局に対

し、エネルギー価格等の高騰分の一部を支援する目的で実施する小樽市医療機関エネルギー

価格等高騰支援金給付事業に係る支援金（以下単に「支援金」という。）の支給に関し、小樽

市補助金等交付規則（平成２７年小樽市規則第１号）に定めるもののほか、必要な事項を定

めるものとする。 

 

 （支援金の支給対象施設） 

第２条 支援金の支給の対象となる施設（以下「対象施設」という。）は、市内に開設されてい

る病院、診療所及び薬局とする。 

２ 前項に規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する施設については、対象施設から

除くものとする。 

 ⑴ 国立又は公立の医療機関（地方財政法(昭和２３年法律第１０９号)第６条に規定する公

営企業を除く。） 

 ⑵ 高齢者福祉施設及び検疫所内に設置された診療所又は職員等の福利厚生施設として開

設された診療所 

 ⑶ 令和８年６月１日現在休止中の施設 

 ⑷ 小樽市高圧電気料金高騰対策支援事業（令和８年度実施分）に係る支援金の交付を受け

た施設 

⑸ 前４号に掲げるもののほか、支援金の趣旨に照らして適当でないと市長が判断する施設 

 

 （支援金の額等） 

第３条 支援金の額は、次の表に定める額とする。 

対象施設 支援金の額 

病院 １床当たり  １３，０００円 

有床診療所 １施設当たり    ２０万円 

無床診療所 １施設当たり    １０万円 

歯科診療所 １施設当たり    １０万円 

薬局 １施設当たり     ５万円 

２ 支援金の支給は、１対象施設につき１回限りとする。 

３ 支援金は、予算の範囲内で支給する。 

 

 （支援金の支給申請） 

第４条 支援金の支給を受けようとする者（以下「申請者」という。）は、小樽市医療機関エネ

ルギー価格等高騰支援金申請書（様式第１号）に次に掲げる書類を添付し、市長に申請する

ものとする。 

 ⑴ 預金通帳の写し（口座名義人、口座番号、口座種別、金融機関名及び支店名が分かるペ

ージの写し） 



 ⑵ 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類 

２ 前項の規定による申請は、令和８年６月１日から７月３１日までに行うものとする。ただ

し、市長がやむを得ない事情があると認めるときは、この限りではない。 

 

（支給の決定等） 

第５条 市長は、前条の規定による申請書を受理したときは、速やかにその内容の審査を行

い、支援金の支給の可否を決定する。 

２ 市長は、前項の規定により支援金を支給することを決定し、及びその額を確定したとき

は、小樽市医療機関エネルギー価格等高騰支援金支給決定兼支給額確定通知書（様式第２

号）により、当該申請者に通知するとともに、速やかに支援金を支払うものとする。 

３ 市長は、第１項の規定により支援金を支給しないことを決定したときは、小樽市医療機

関エネルギー価格等高騰支援金不支給決定通知書（様式第３号）により、その旨及び理由

を明示し、申請者に通知する。 

 

 （暴力団等の排除） 

第６条 市長は、小樽市暴力団の排除の推進に関する条例（平成２６年小樽市条例第１９号）

第３条第２項に規定する警察その他の関係機関に対し、申請者及び支援金の支給決定を受け

た者（以下「支給決定者」という。）が、同条例第２条第１号に規定する暴力団、同条第２号

に規定する暴力団員及び同条例第５条第１項に規定する暴力団関係事業者（以下「暴力団等」

という。）に該当するか否かについて、必要に応じ照会を行うものとする。 

２ 市長は、申請者が暴力団等に該当することが判明したときは、当該暴力団等に支援金を支

給しない旨の決定をするものとする。 

３ 市長は、支給決定者が暴力団等に該当すると判明したときは、当該暴力団等に係る支援金

の支給決定を取り消し、又は既に支給されている支援金の返還を命ずるものとする。 

 

 （決定の取消し） 

第７条 市長は、支給決定者が次の各号のいずれかに該当する場合には、支援金の支給決定の

全部又は一部を取り消すものとする。 

 ⑴ 虚偽の申請その他の不正な手段により支援金の支給決定を受けたとき。 

 ⑵ 法令又はこの要綱に違反したとき。 

２ 市長は、支給決定者について前項各号の疑義がある場合は、当該支給決定者を調査し、若

しくは報告を求め、又は関係機関へ照会することができる。 

３ 市長は、第１項の規定により支援金の支給決定を取り消した場合は、書面により、支給決

定者に通知するものとする。 

 

 （返還） 

第８条 市長は、前条の規定による支援金の支給決定の取消しを行った場合において、支給決

定者に対し、既に支給した支援金の全部又は一部の返還を命ずることができる。 

２ 市長は、前項の規定により支援金の全部又は一部の返還を命ずる場合は、書面により、支

給決定者に通知するものとする。 

 

 



 （補則） 

第９条 この要綱に定めるもののほか、支援金の支給に関し必要な事項は、市長が別に定め

る。 

 

附 則  

 この要綱は、令和４年１１月７日から施行する。 

 

   附 則 

 この要綱は、令和５年７月７日から施行する。 

 

附 則 

 この要綱は、令和６年６月２８日から施行する。 

 

附 則 

 この要綱は、令和８年３月２５日から施行する。 

 


